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高齢者肺炎球菌予防接種に関する説明書  

                         

1．病気の説明 

肺炎は肺胞（肺にある小さな空気の袋）とその周辺組織に起こる感染症です。肺炎でよくみ

られる症状は、発熱、悪寒、息切れ、たんを伴う咳、呼吸時の胸痛、疲労感などです。 

肺炎の起因菌としては肺炎球菌が最も多く、肺炎球菌感染を予防することで肺炎発症のリ

スクを軽減することができます。 

 

2．高齢者肺炎球菌ワクチンとは 

肺炎球菌のうち、肺炎球菌感染症でよくみられる 23 種類の肺炎球菌による肺炎を予防す

るもので、すべての肺炎を予防するわけではありません。季節を問わず、いつでも接種するこ

とができ、インフルエンザワクチンと併用することにより、肺炎に対する予防効果が高まる

と言われております。 

 

3．高齢者肺炎球菌ワクチンの副反応について 

臨床試験で報告された副反応は、注射部位の疼痛・発赤・腫れなどの局所反応が主です。こ

の他に重篤な副反応として、ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがありま

す。 

 

4．健康被害救済制度 

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった

り、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基

づく給付を受けることができます。 

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものか

の因果関係を専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合

に給付を受けることができます。手続きについては市町村へお問い合わせください。 

 

5．予防接種を受ける前の注意事項 

（1）一般的注意 

高齢者肺炎球菌予防接種の必要性や副反応をよく理解の上、接種してください。気にかか

ることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に市町村担当課やかかりつけ医にご

相談ください。また、予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情

報です。接種を受けるご本人が責任をもってご記入ください。 

過去に他市町村の公費助成で高齢者肺炎球菌予防接種を受けた場合には、市町村担当課ま

でご連絡ください。 
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（2）予防接種を受けることが適当でない方 

１．これまでに２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン（ニューモバックス）を１回

以上接種した者  

※定期接種の対象とはなりません。接種された場合は任意接種となるため、公費助成は 

受けられません。また、過去５年以内に、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン 

（ニューモバックス）を接種されたことのある方が、再度接種された場合、注射部位の 

疼痛、紅斑、硬結等の副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現するとの 

報告がありますので、接種歴を必ず確認して接種を受けてください。 

２．放射線、免疫抑制剤等で治療中の者 

３．明らかに発熱を呈している者 

４．重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

５．本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

６．上記に挙げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（3）接種要注意者（接種の判断を行うに際し、注意を要する者） 

健康状態及び体質を勘案し、次のいずれかに該当すると認められる場合には、注意して接

種しなければいけません。 

１．心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

２．予防接種で接種後 2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状を呈したことがある者 

３．過去にけいれんの既往のある者 

４．過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

５．本剤の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

６．妊婦又は妊娠している可能性のある女性 

 

6．予防接種を受けた後の一般的注意事項 

１．予防接種を受けた日は、入浴しても差し支えなく、接種部位を清潔に保ってください。ま

た、いつもどおりの生活をし、はげしい運動は避けてください。 

２．予防接種をした部位が赤くなったり、腫れたり、痛んだり、軽い発熱などが起きることが

あります。もし、局所の異常反応や体調の変化ならびに高熱、けいれん等の異常な症状が

生じた場合には、すみやかに医師の診察を受けてください。また、診察の結果につきまし

ては、下記の市町村担当課までご連絡ください。 
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